
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
法
案
参
照
条
文

○
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）

（
抄
）

第
五
十
七
条

会
社
ハ
本
店
ノ
所
在
地
ニ
於
テ
設
立
ノ
登
記
ヲ
為
ス
ニ
因
リ
テ
成
立
ス

第
百
六
十
七
条

定
款
ハ
公
証
人
ノ
認
証
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
其
ノ
効
力
ヲ
有
セ
ズ

第
百
六
十
八
条

（
略
）

一
～
八

（
略
）

②

現
物
出
資
ハ
発
起
人
ニ
限
リ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
百
六
十
八
条
ノ
二

会
社
ノ
設
立
ニ
際
シ
テ
発
行
ス
ル
株
式
ニ
関
ス
ル
左
ノ
事
項
ニ
シ
テ
定
款
ニ
定
ナ
キ
モ
ノ
ハ
発
起
人
全
員
ノ
同
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
定

ム一

株
式
ノ
種
類
及
数

二

株
式
ノ
発
行
価
額

三

株
式
ノ
発
行
価
額
中
資
本
ニ
組
入
レ
ザ
ル
額

第
百
八
十
条

第
百
七
十
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
払
込
及
現
物
出
資
ノ
給
付
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
発
起
人
ハ
遅
滞
ナ
ク
創
立
総
会
ヲ
招
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

②
・
③

（
略
）

第
百
八
十
一
条

定
款
ヲ
以
テ
第
百
六
十
八
条
第
一
項
ニ
掲
グ
ル
事
項
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
発
起
人
ハ
之
ニ
関
ス
ル
調
査
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
為
検
査
役
ノ
選

任
ヲ
裁
判
所
ニ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

②

第
百
七
十
三
条
第
二
項
及
第
三
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

③

第
一
項
ノ
検
査
役
ノ
報
告
及
前
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
第
百
七
十
三
条
第
三
項
前
段
ノ
弁
護
士
又
ハ
弁
護
士
法
人
ノ
証
明
ヲ
記
載
又
ハ
記
録
シ
タ
ル
資

料
ハ
之
ヲ
創
立
総
会
ニ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
八
十
八
条

株
式
会
社
ノ
設
立
ノ
登
記
ハ
発
起
人
ガ
会
社
ノ
設
立
ニ
際
シ
テ
発
行
ス
ル
株
式
ノ
総
数
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
百
七
十
三
条
又
ハ
第



百
七
十
三
条
ノ
二
ノ
手
続
終
了
ノ
日
、
発
起
人
ガ
会
社
ノ
設
立
ニ
際
シ
テ
発
行
ス
ル
株
式
ノ
総
数
ヲ
引
受
ケ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
創
立
総
会
終
結
ノ
日
又
ハ

第
百
八
十
五
条
若
ハ
前
条
第
四
項
ノ
手
続
終
了
ノ
日
ヨ
リ
二
週
間
内
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

②
・
③

（
略
）

○
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）

（
公
務
員
の
国
外
犯
）

第
四
条

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
日
本
国
の
公
務
員
に
適
用
す
る
。

一

第
百
一
条
（
看
守
者
等
に
よ
る
逃
走
援
助
）
の
罪
及
び
そ
の
未
遂
罪

二

第
百
五
十
六
条
（
虚
偽
公
文
書
作
成
等
）
の
罪

三

第
百
九
十
三
条
（
公
務
員
職
権
濫
用
）
、
第
百
九
十
五
条
第
二
項
（
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
）
及
び
第
百
九
十
七
条
か
ら
第
百
九
十
七
条
の
四
ま

で
（
収
賄
、
受
託
収
賄
及
び
事
前
収
賄
、
第
三
者
供
賄
、
加
重
収
賄
及
び
事
後
収
賄
、
あ
っ
せ
ん
収
賄
）
の
罪
並
び
に
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
罪

に
係
る
第
百
九
十
六
条
（
特
別
公
務
員
職
権
濫
用
等
致
死
傷
）
の
罪

○
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
九
法
律
第
二
十
四
号
）
（
抄
）

第
三
条

政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
保
証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
（
地

方
公
共
団
体
の
す
る
保
証
契
約
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
）
の
指
定
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
財
政
融
資
資
金
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
財
政
融
資
資
金
の
運
用
）

第
十
条

財
政
融
資
資
金
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
債

二

国
に
対
す
る
貸
付
け

三

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
に
つ
い
て
国
会
の
議
決
を
経
、
又
は
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
人
の
発
行
す
る
債
券

四

前
号
に
規
定
す
る
法
人
に
対
す
る
貸
付
け

五

地
方
債



六

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
貸
付
け

七

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
第
三
号
に
規
定
す
る
法
人
を
除
く
。
）
で
国
、
第
三
号
に
規
定
す
る
法
人
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の

者
の
出
資
の
な
い
も
の
の
う
ち
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
債
券
を
発
行
し
得
る
も
の
の
発
行
す
る
債
券

八

前
号
に
規
定
す
る
法
人
に
対
す
る
貸
付
け

九

外
国
政
府
、
国
際
機
関
及
び
外
国
の
特
別
の
法
令
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
外
国
法
人
の
発
行
す
る
債
券
（
次
項
に
お
い
て
「
外
国
債
」
と
い
う
。
）

十

財
政
融
資
資
金
を
も
つ
て
引
受
け
、
応
募
又
は
買
入
れ
を
行
つ
た
債
券
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
金
融
機
関
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人

に
対
す
る
貸
付
け

２

（
略
）

○
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
農
地
」
と
は
、
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
を
い
い
、
「
採
草
放
牧
地
」
と
は
、
農
地
以
外
の
土
地
で
、
主
と
し
て
耕
作
又

は
養
畜
の
事
業
の
た
め
の
採
草
又
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

２
～
９

（
略
）

（
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
権
利
移
動
の
制
限
）

第
三
条

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
所
有
権
を
移
転
し
、
又
は
地
上
権
、
永
小
作
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
若
し
く
は
そ
の

他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
設
定
し
、
若
し
く
は
移
転
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
事
者
が
農
業
委
員
会
の

許
可
（
こ
れ
ら
の
権
利
を
取
得
す
る
者
（
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
が
そ
の
住
所
の
あ
る
市
町
村
の
区
域
の
外
に
あ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に

つ
い
て
権
利
を
取
得
す
る
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
及
び
第
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
十

（
略
）

２
～
４

（
略
）

○
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
定
義
）



第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
航
空
保
安
施
設
」
と
は
、
電
波
、
灯
光
、
色
彩
又
は
形
象
に
よ
り
航
空
機
の
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
施
設
で
、
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

５
～

（
略
）

19

○
国
際
復
興
開
発
銀
行
等
か
ら
の
外
資
の
受
入
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
外
貨
債
務
の
保
証
）

第
二
条

政
府
は
、
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
に
掲
げ
る
法
人
が
国
際
復
興
開
発
銀
行
又
は
外
国
政
府
金
融
機
関
（
当
該
金
融
機
関
に
対
す
る
出
資
の
金
額
の
半
額
以
上
が
外
国
政
府
の
出
資
に
よ

り
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
国
際
復
興
開
発
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
資
金
の
借
入
契
約
に
基
づ

き
外
貨
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
債
務
に
つ
い
て
、
予
算
を
も
つ
て
定
め
る
金
額
（
法
人
ご
と
に
そ
の
金
額
を
定
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

は
、
保
証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
を
総
額
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
総
額
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
保
証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
か
ら
四
ま
で

削
除

五

日
本
道
路
公
団

六

首
都
高
速
道
路
公
団

七

電
源
開
発
株
式
会
社

八

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人

２
・
３

（
略
）

○
新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
五
号
）
（
抄
）

（
基
本
計
画
）

第
二
十
一
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
業
務
に
つ
き
基
本
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
公

団
に
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。



（
財
務
諸
表
等
）

第
二
十
七

（
略
）

２

公
団
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
予
算
の
区
分
に
従

い
作
成
し
た
決
算
報
告
書
を
添
え
、
並
び
に
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
に
関
す
る
監
事
の
意
見
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

公
団
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
財
務
諸
表
を
官
報
に
公
告
し
、
か
つ
、
財
務
諸
表
及
び

附
属
明
細
書
並
び
に
前
項
の
事
業
報
告
書
、
決
算
報
告
書
及
び
監
事
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
を
、
各
事
務
所
に
備
え
て
置
き
、
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
期
間
、
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
務
保
証
）

第
三
十
条

政
府
は
、
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
公
団
の
長
期
借
入
金
又
は
債
券
に
係
る
債
務
（
国
際
復
興
開
発
銀
行
等
か
ら
の
外
資
の
受
入
に
関

す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
政
府
が
保
証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
財
産
の
処
分
等
の
制
限
）

第
三
十
三
条

公
団
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
交
換
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
委
員
会
の
権
限
等
）

第
二
十
一
条
の
八

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

監
査
委
員
会
を
組
織
す
る
取
締
役
（
以
下
「
監
査
委
員
」
と
い
う
。
）
は
、
委
員
会
等
設
置
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
（
当
該
委
員
会
等
設
置
会

社
が
大
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
連
結
子
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
執
行
役
若
し
く
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又

は
当
該
子
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
取
締
役
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
）



（
権
利
の
帰
属
）

第
六
十
六
条

次
に
掲
げ
る
社
債
（
以
下
「
振
替
社
債
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
権
利
（
第
七
十
三
条
に
規
定
す
る
利
息
の
請
求
権
を
除
く
。
）
の
帰

属
は
、
次
条
第
二
項
の
場
合
を
除
き
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
社
債
（
第
八
十
三
条
及
び
第
八
十
四
条
に
お
い
て
「
短
期
社
債
」
と
い
う
。
）

イ

契
約
に
よ
り
社
債
の
総
額
が
引
き
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

各
社
債
の
金
額
が
一
億
円
を
下
回
ら
な
い
こ
と
。

ハ

元
本
の
償
還
に
つ
い
て
、
社
債
の
総
額
の
払
込
み
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
未
満
の
日
と
す
る
確
定
期
限
の
定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
分
割
払
の
定

め
が
な
い
こ
と
。

ニ

利
息
の
支
払
期
限
を
、
ハ
の
元
本
の
償
還
期
限
と
同
じ
日
と
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ホ

担
保
附
社
債
信
託
法

（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
り
担
保
が
付
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二

（
略
）

○
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
中
期
経
営
目
標
及
び
中
期
経
営
計
画
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

３

中
期
経
営
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

～
三

（
略
）

四

郵
便
貯
金
の
預
り
金
（
郵
便
貯
金
の
利
子
を
含
み
、
日
常
の
払
戻
し
に
必
要
な
資
金
を
除
く
。
以
下
「
郵
便
貯
金
資
金
」
と
い
う
。
）
の
運
用
計

画
五

簡
易
生
命
保
険
業
務
（
第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
八
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
の
う
ち
簡
易
生
命
保
険
業
務
に
係
る
支
出
に
充
て
ら
れ
て
い
な
い

も
の
（
簡
易
生
命
保
険
業
務
に
係
る
日
常
の
支
出
に
必
要
な
資
金
を
除
く
。
以
下
「
簡
易
生
命
保
険
資
金
」
と
い
う
。
）
の
運
用
計
画

４
～
８

（
略
）

（
郵
便
貯
金
資
金
の
運
用
）



第
四
十
一
条

公
社
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
郵
便
貯
金
資
金
を
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
売
買

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
ロ
に
規
定
す
る
法
人
を
除
く
。
）
で
、
国
、
ロ
に
規
定
す
る
法
人
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
の

出
資
の
な
い
も
の
の
う
ち
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
発
行
す
る
債
券

ホ
～
ヲ

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

（
簡
易
生
命
保
険
資
金
の
運
用
）

第
四
十
五
条

公
社
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
簡
易
生
命
保
険
資
金
を
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

保
険
契
約
者
に
対
す
る
貸
付
け

二

簡
易
生
命
保
険
法
第
八
十
八
条

の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
貸
付
け

三

第
四
十
一
条
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
方
法

２

（
略
）


